
議第２６号 呉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の趣旨 

国家公務員の給与に関する人事院勧告（平成２７年８月６日付け）等に準じた

給与の改定を行うとともに，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部

改正（平成２６年法律第３４号による改正）及び行政不服審査法（昭和３７年法

律第１６０号）の全部改正（平成２６年法律第６８号による改正）に伴い，引用

条項の整理を行うものです。 

 

２ 改正の内容 

(1) 呉市職員の給与に関する条例の一部改正（第１条・第２条関係） 

ア 一般職給料表，消防職給料表，教育職給料表及び医療職給料表の改定 

一般職給料表，消防職給料表，教育職給料表及び医療職給料表に定める給

料月額を引き上げます。 

なお，この改定による平均引上げ率（一般職給料表）は，０．０５パーセ

ントです。 

イ 勤勉手当の支給割合の改定 

勤勉手当の年間支給割合を，０．１月分（再任用職員にあっては０．０５

月分）引き上げます。これにより，期末手当と勤勉手当の年間支給割合の合

計は，４．１月分が４．２月分（再任用職員にあっては，２．１５月分が２．

２月分）になります。 

【期末手当と勤勉手当の各期別支給割合】 

(ｱ) 平成２７年度             （括弧内は再任用職員 単位：月） 

期別 

区分 

現    行 改  正  案 

期 末 勤 勉 合 計 期 末 勤 勉 合 計 

６月期 1.225 

(0.65 ) 

0.75 

(0.35) 

1.975 

(1.0  ) 

1.225 

(0.65 ) 

0.75 

(0.35) 

1.975 

(1.0  ) 

12 月期 1.375 

(0.8  ) 

0.75 

(0.35) 

2.125 

(1.15 ) 

1.375 

(0.8  ) 

0.85 

(0.4 ) 

2.225 

(1.2  ) 

計 2.6 

(1.45 ) 

1.5  

(0.7 ) 

4.1   

(2.15 ) 

2.6 

(1.45 ) 

1.6  

(0.75) 

4.2   

(2.2  ) 

(ｲ) 平成２８年度以降           （括弧内は再任用職員 単位：月） 

期別 

区分 

現    行 改  正  案 

期 末 勤 勉 合 計 期 末 勤 勉 合 計 

６月期 1.225 

(0.65 ) 

0.75 

(0.35) 

1.975 

(1.0  ) 

1.225 

(0.65 ) 

0.8   

(0.375) 

2.025 

(1.025) 

12 月期 1.375 

(0.8  ) 

0.75 

(0.35) 

2.125 

(1.15 ) 

1.375 

(0.8  ) 

0.8   

(0.375) 

2.175 

(1.175) 

計 2.6 

(1.45 ) 

1.5  

(0.7 ) 

4.1   

(2.15 ) 

2.6 

(1.45 ) 

1.6   

(0.75 ) 

4.2   

(2.2  ) 

   



ウ 地域手当の改定 

   広島県等に派遣する職員及び広島県からの人事交流により採用している

市立呉高等学校教員について，広島県に準じ，地域手当を段階的に引き上

げるものです。 

 現行 改 正 案 

 H27 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

広島市在勤職員 6.00％ 6.79％ 7.00％ 7.20％ 7.30％ 7.40％ 7.50％ 

教育職給料表適用職員 3.00％ 3.79％ 4.00％ 4.20％ 4.30％ 4.40％ 4.50％ 

エ 給与総合見直しに伴う経過期間の改定 

   広島県に準じ，市立呉高等学校教員について，給与総合見直しに伴う経

過措置期間（現給保障期間）を，他の職員と同様に平成３２年３月３１日

までとするものです。 

 

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正(第３条・第４条関係） 

  ア 特定任期付職員の給料表の改定 

    特定任期付職員（高度の知識経験又は優れた識見を有する者として任期を

定めて採用された職員をいいます。以下同じ。）の給料月額を次のとおり引

き上げます。 

号給 現    行 改  正  案 

１ ３７０，０００円 ３７１，０００円 

２ ４１８，０００円 ４１９，０００円 

３ ４７０，０００円 ４７１，０００円 

４ ５３１，０００円 ５３２，０００円 

５ ６０６，０００円 ６０７，０００円 

イ 特定任期付職員の期末手当の支給割合の改定 

特定任期付職員の期末手当の年間支給割合を，０．０５月分引き上げます。 

【期末手当の各期別支給割合】 

(ｱ) 平成２７年度                    （単位：月） 

期別区分 現    行 改  正  案 

６月期 １．５５ １．５５  

12 月期 １．５５ １．６  

計 ３．１  ３．１５ 

(ｲ) 平成２８年度以降                  （単位：月） 

期別区分 現    行 改  正  案 

６月期 １．５５ １．５７５ 

12 月期 １．５５ １．５７５ 

計 ３．１  ３．１５  

 

 

 

 

年度  
区分  



３ その他 

(1) 医師の初任給調整手当の上限額の改定（第１条関係） 

医師の初任給調整手当の上限額を４１２，２００円から４１３，３００円に

改定します（実支給額については，当面，改定の予定はありません。）。 

(2) 理事職の創設 

中核市への移行を契機に，様々な重要課題や懸案事項，更には，部を横断す

る事務事業について，総合的に指揮・監督をする職として，一般職給料表８級

に理事職を創設します。 

(3) 引用条項の整理 

ア 地方公務員法の改正関係（第２条及び第５条から第８条まで関係） 

地方公務員法の一部改正に伴い，次の５条例について，引用条項の整理を

行います。 

(ｱ) 呉市職員の給与に関する条例 

(ｲ) 呉市消防職員特殊勤務手当支給条例 

(ｳ) 呉市立呉高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 

(ｴ) 呉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例 

(ｵ) 呉市職員特殊勤務手当支給条例 

イ 行政不服審査法の改正関係（第２条及び第９条関係） 

行政不服審査法の全部改正に伴い，次の２条例について，引用条項の整理

を行います。 

(ｱ) 呉市職員の給与に関する条例 

(ｲ) 呉市職員退職手当支給条例 

 

４ 施行期日 

 (1) 第１条及び第３条の規定 公布の日（平成２７年４月１日から適用） 

 (2) その他の条の規定 平成２８年４月１日 

 

５ 新旧対照表 

 (1) 呉市職員の給与に関する条例（第１条の規定による改正部分） 

現 行 改正案 

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第６条の３ 次の各号に掲げる職に新たに採用さ

れた職員には，当該各号に掲げる額を超えない

範囲内の額を，第１号に掲げる額に係るものに

あつては採用の日から３５年以内，第２号に掲

げる職に係るものにあつては採用の日から５年

以内，第３号に掲げる職に係るものにあつては

採用の日から３年以内の期間，採用の日（第１

号に掲げる職に係るものにあつては，採用後規

則で定める期間を経過した日）から１年を経過

するごとにその額を減じて，初任給調整手当と

して支給する。 

第６条の３ 次の各号に掲げる職に新たに採用さ

れた職員には，当該各号に掲げる額を超えない

範囲内の額を，第１号に掲げる額に係るものに

あつては採用の日から３５年以内，第２号に掲

げる職に係るものにあつては採用の日から５年

以内，第３号に掲げる職に係るものにあつては

採用の日から３年以内の期間，採用の日（第１

号に掲げる職に係るものにあつては，採用後規

則で定める期間を経過した日）から１年を経過

するごとにその額を減じて，初任給調整手当と

して支給する。 



(1) 医療職給料表の適用を受ける職員の職のう

ち採用による欠員の補充が困難であると認め

られる職で規則で定めるもの 月額 ４１

２，２００円 

(1) 医療職給料表の適用を受ける職員の職のう

ち採用による欠員の補充が困難であると認め

られる職で規則で定めるもの 月額 ４１

３，３００円 

(2) ・(3)  （略） (2) ・(3)  （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（地域手当） （地域手当） 

第８条の２ 地域手当は，次に掲げる職員に支給

する。 

第８条の２ 地域手当は，次に掲げる職員に支給

する。 

(1) 東京都特別区に在勤する職員 (1) 東京都特別区に在勤する職員 

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員 (2) 医療職給料表の適用を受ける職員 

(3) 広島市に在勤する職員 (3) 広島市に在勤する職員 

(4) 教育職給料表の適用を受ける職員 (4) 教育職給料表の適用を受ける職員 

２ 地域手当の月額は，給料，管理職手当及び扶

養手当の月額の合計額に，次の各号に掲げる区

分に応じて，当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

２ 地域手当の月額は，給料，管理職手当及び扶

養手当の月額の合計額に，次の各号に掲げる区

分に応じて，当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 １００分の２０ (1) 前項第１号に掲げる職員 １００分の２０ 

(2) 前項第２号に掲げる職員 １００分の１６ (2) 前項第２号に掲げる職員 １００分の１６ 

(3) 前項第３号に掲げる職員 １００分の６  

   

(3) 前項第３号に掲げる職員 １００分の７．

５ 

(4) 前項第４号に掲げる職員 １００分の３  

   

(4) 前項第４号に掲げる職員 １００分の４．

５ 

３ （略） ３ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第１４条の４ （略） 第１４条の４ （略） 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に，６月に

支給する場合においては１００分の１９７．５

（第１４条の５の規定により勤勉手当を支給す

ることとなる場合においては，１００分の１２

２．５），１２月に支給する場合においては１

００分の２１２．５（第１４条の５の規定によ

り勤勉手当を支給することとなる場合において

は，１００分の１３７．５）を乗じて得た額

に，基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ，

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1) ～(4)  （略） 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に，６月に

支給する場合においては１００分の１９７．５

（第１４条の５の規定により勤勉手当を支給す

ることとなる場合においては，１００分の１２

２．５），１２月に支給する場合においては１

００分の２２２．５（第１４条の５の規定によ

り勤勉手当を支給することとなる場合において

は，１００分の１３７．５）を乗じて得た額

に，基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ，

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1) ～(4)  （略） 

３～６ （略） ３～６ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第１４条の５ （略） 第１４条の５ （略） 

２ 勤勉手当の額は，勤勉手当基礎額に，規則で２ 勤勉手当の額は，勤勉手当基礎額に，規則で



定める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて，任命権者が支給する勤勉手当の額の，

その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分

ごとの総額は，それぞれ当該各号に掲げる額を

超えてはならない。 

定める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて，任命権者が支給する勤勉手当の額の，

その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分

ごとの総額は，それぞれ当該各号に掲げる額を

超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 

当該職員の勤勉手当基礎額に       

        １００分の７５     

                   を

乗じて得た額の総額 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 

当該職員の勤勉手当基礎額に，６月に支給す

る場合においては１００分の７５を，１２月

に支給する場合においては１００分の８５を

乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用

職員の勤勉手当基礎額に         

      １００分の３５       

                 を乗じ

て得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用

職員の勤勉手当基礎額に，６月に支給する場

合においては１００分の３５を，１２月に支

給する場合においては１００分の４０を乗じ

て得た額の総額 

３・４ （略） ３・４ （略） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

一般職給料表 

（以下表略） 

一般職給料表 

（以下表略） 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

消防職給料表 

（以下表略） 

消防職給料表 

（以下表略） 

別表第３（第３条関係） 別表第３（第３条関係） 

教育職給料表 

（以下表略） 

教育職給料表 

（以下表略） 

別表第４（第３条関係） 別表第４（第３条関係） 

医療職給料表 

（以下表略） 

医療職給料表 

（以下表略） 

 

 (2) 呉市職員の給与に関する条例（第２条の規定による改正部分） 

改正前 改正後 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は，別に条例で定めるものを除

き，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２０４条第３項及び地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第６項の規定に基づ

き，職員の給与に関して必要な事項を定めるも

のとする。 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は，別に条例で定めるものを除

き，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２０４条第３項及び地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づ

き，職員の給与に関して必要な事項を定めるも

のとする。 

（期末手当） （期末手当） 

第１４条の４ （略） 第１４条の４ （略） 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に，６月に２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に，６月に



支給する場合においては１００分の１９７．５

（第１４条の５の規定により勤勉手当を支給す

ることとなる場合においては，１００分の１２

２．５），１２月に支給する場合においては１

００分の２２２．５（第１４条の５の規定によ

り勤勉手当を支給することとなる場合において

は，１００分の１３７．５）を乗じて得た額

に，基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ，

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1) ～(4)  （略） 

支給する場合においては１００分の２０２．５

（第１４条の５の規定により勤勉手当を支給す

ることとなる場合においては，１００分の１２

２．５），１２月に支給する場合においては１

００分の２１７．５（第１４条の５の規定によ

り勤勉手当を支給することとなる場合において

は，１００分の１３７．５）を乗じて得た額

に，基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ，

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1) ～(4)  （略） 

３～６ （略） ３～６ （略） 

第１４条の４の３ 任命権者は，支給日に期末手

当を支給することとされていた職員で当該支給

日の前日までの間に離職したものが次の各号の

いずれかに該当する場合は，当該期末手当の支

給を一時差し止めることができる。 

(1) ・(2) （略） 

２・３ （略） 

４ 一時差止処分を受けた者は，行政不服審査法

（昭和３７年法律第１６０号）第１４条又は第

４５条に規定する期間が経過した後において

は，当該一時差止処分後の事情の変化を理由

に，当該一時差止処分をした者に対し，その取

消しを申し立てることができる。 

５～８ （略） 

第１４条の４の３ 任命権者は，支給日に期末手

当を支給することとされていた職員で当該支給

日の前日までの間に離職したものが次の各号の

いずれかに該当する場合は，当該期末手当の支

給を一時差し止めることができる。 

(1) ・(2) （略） 

２・３ （略） 

４ 一時差止処分を受けた者は，行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）第１８条第１項本

文   に規定する期間が経過した後において

は，当該一時差止処分後の事情の変化を理由

に，当該一時差止処分をした者に対し，その取

消しを申し立てることができる。 

５～８ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第１４条の５ （略） 第１４条の５ （略） 

２ 勤勉手当の額は，勤勉手当基礎額に，規則で

定める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて，任命権者が支給する勤勉手当の額の，

その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分

ごとの総額は，それぞれ当該各号に掲げる額を

超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は，勤勉手当基礎額に，規則で

定める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて，任命権者が支給する勤勉手当の額の，

その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分

ごとの総額は，それぞれ当該各号に掲げる額を

超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 

当該職員の勤勉手当基礎額に，６月に支給す

る場合においては１００分の７５を，１２月

に支給する場合においては１００分の８５を

乗じて得た額の総額 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 

当該職員の勤勉手当基礎額に１００分の８０

                    

                   を

乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用

職員の勤勉手当基礎額に，６月に支給する場

合においては１００分の３５を，１２月に支

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用

職員の勤勉手当基礎額に１００分の３７．５

                    



給する場合においては１００分の４０を乗じ

て得た額の総額 

                 を乗じ

て得た額の総額 

３・４ （略） ３・４ （略） 

別表第５（第３条，第３条の２関係） 別表第５（第３条，第３条の２関係） 

一般職等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

８級   消防長の職務 

        

７級 １ 部長の職務 

２ 消防局副局長の職務 

６級 １ 副部長の職務 

２ 消防監（消防局副局長を 

 除く。）の職務 

５級 課長の職務 

（略） 
 

一般職等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

８級 １ 消防長の職務 

２ 理事の職務 

７級 １ 部長の職務 

２ 消防局副局長の職務 

６級 １ 副部長の職務 

２ 消防監（消防局副局長を 

 除く。）の職務 

５級 課長の職務 

（略） 
 

  

 

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（第３条の規定による改正部分） 

現 行 改正案 

（給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員（企業職員（地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項

に規定する職員をいう。以下同じ。）である職

員を除く。以下「特定任期付職員」という。）

には，次の給料表を適用する。 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員（企業職員（地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項

に規定する職員をいう。以下同じ。）である職

員を除く。以下「特定任期付職員」という。）

には，次の給料表を適用する。 

 号給 給料月額   号給 給料月額  

  円    円  

 １ ３７０，０００   １ ３７１，０００  

 ２ ４１８，０００   ２ ４１９，０００  

 ３ ４７０，０００   ３ ４７１，０００  

 ４ ５３１，０００   ４ ５３２，０００  

 ５ ６０６，０００   ５ ６０７，０００  

２～４ （略） ２～４ （略） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１

項，第１４条の３の２第１項及び第２項並びに

第１４条の４第２項の規定の適用については，

給与条例第２条第１項中「及び義務教育等教員

特別手当」とあるのは「，義務教育等教員特別

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１

項，第１４条の３の２第１項及び第２項並びに

第１４条の４第２項の規定の適用については，

給与条例第２条第１項中「及び義務教育等教員

特別手当」とあるのは「，義務教育等教員特別



手当及び一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成１６年呉市条例第２号。以下「任期

付職員条例」という。）第７条第３項の特定任

期付職員業績手当」と，給与条例第１４条の３

の２第１項中「第６条の２に規定する職員」と

あるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と，給与

条例第１４条の３の２第２項中「１２，０００

円を超えない範囲内において規則で定める額」

とあるのは「１２，０００円」と，給与条例第

１４条の４第２項中「１００分の１９７．５」

とあるのは「１００分の１５５」と，「１００

分の２１２．５」とあるのは「１００分の１５

５」とする。 

手当及び一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成１６年呉市条例第２号。以下「任期

付職員条例」という。）第７条第３項の特定任

期付職員業績手当」と，給与条例第１４条の３

の２第１項中「第６条の２に規定する職員」と

あるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と，給与

条例第１４条の３の２第２項中「１２，０００

円を超えない範囲内において規則で定める額」

とあるのは「１２，０００円」と，給与条例第

１４条の４第２項中「１００分の１９７．５」

とあるのは「１００分の１５５」と，「１００

分の２２２．５」とあるのは「１００分の１６

０」とする。 

 

(4) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（第４条の規定による改正部分） 

改正前 改正後 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１

項，第１４条の３の２第１項及び第２項並びに

第１４条の４第２項の規定の適用については，

給与条例第２条第１項中「及び義務教育等教員

特別手当」とあるのは「，義務教育等教員特別

手当及び一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成１６年呉市条例第２号。以下「任期

付職員条例」という。）第７条第３項の特定任

期付職員業績手当」と，給与条例第１４条の３

の２第１項中「第６条の２に規定する職員」と

あるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と，給与

条例第１４条の３の２第２項中「１２，０００

円を超えない範囲内において規則で定める額」

とあるのは「１２，０００円」と，給与条例第

１４条の４第２項中「１００分の１９７．５」

とあるのは「１００分の１５５  」と，「１

００分の２２２．５」とあるのは「１００分の

１６０  」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１

項，第１４条の３の２第１項及び第２項並びに

第１４条の４第２項の規定の適用については，

給与条例第２条第１項中「及び義務教育等教員

特別手当」とあるのは「，義務教育等教員特別

手当及び一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成１６年呉市条例第２号。以下「任期

付職員条例」という。）第７条第３項の特定任

期付職員業績手当」と，給与条例第１４条の３

の２第１項中「第６条の２に規定する職員」と

あるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と，給与

条例第１４条の３の２第２項中「１２，０００

円を超えない範囲内において規則で定める額」

とあるのは「１２，０００円」と，給与条例第

１４条の４第２項中「１００分の２０２．５」

とあるのは「１００分の１５７．５」と，「１

００分の２１７．５」とあるのは「１００分の

１５７．５」とする。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

 

 

 



(5) 呉市消防職員特殊勤務手当支給条例（第５条の規定による改正部分） 

現 行 改正案 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第６項及び呉市職員

の給与に関する条例（昭和２７年呉市条例第１

号）第１０条第２項の規定に基づき，消防職員

（以下「職員」という。）に係る特殊勤務手当

（以下「手当」という。）の支給について必要

な事項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第５項及び呉市職員

の給与に関する条例（昭和２７年呉市条例第１

号）第１０条第２項の規定に基づき，消防職員

（以下「職員」という。）に係る特殊勤務手当

（以下「手当」という。）の支給について必要

な事項を定めるものとする。 

 

(6) 呉市立呉高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（第

６条の規定による改正部分） 

現 行 改正案 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第６項並びに公立の

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置法（昭和４６年法律第７７号）第３条

及び第６条の規定に基づき，呉市立呉高等学校

（以下「高等学校」という。）の教育職員の給

与その他の勤務条件について特例を定めるもの

とする。 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第５項並びに公立の

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置法（昭和４６年法律第７７号）第３条

及び第６条の規定に基づき，呉市立呉高等学校

（以下「高等学校」という。）の教育職員の給

与その他の勤務条件について特例を定めるもの

とする。 

 

(7) 呉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（第７条の規定による改正部分） 

現 行 改正案 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第６項の規定に基づ

き，職員の勤務時間，休日及び休暇に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づ

き，職員の勤務時間，休日及び休暇に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

(8) 呉市職員特殊勤務手当支給条例（第８条の規定による改正部分） 

現 行 改正案 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第６項及び呉市職員

の給与に関する条例（昭和２７年呉市条例第１

号）第１０条第２項の規定に基づき，職員（消

防吏員を除く。）の特殊勤務手当の支給につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第５項及び呉市職員

の給与に関する条例（昭和２７年呉市条例第１

号）第１０条第２項の規定に基づき，職員（消

防吏員を除く。）の特殊勤務手当の支給につい

て必要な事項を定めるものとする。 



(9) 呉市職員退職手当支給条例（第９条の規定による改正部分） 

現 行 改正案 

（退職手当の支払の差止め） 

第１７条 退職をした者が次の各号のいずれかに

該当するときは，当該退職に係る退職手当管理

機関は，当該退職をした者に対し，当該退職に

係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める

処分を行うものとする。 

(1) ・(2)  （略）  

（退職手当の支払の差止め） 

第１７条 退職をした者が次の各号のいずれかに

該当するときは，当該退職に係る退職手当管理

機関は，当該退職をした者に対し，当該退職に

係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める

処分を行うものとする。 

(1) ・(2)  （略）  

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の

支払を差し止める処分（以下「支払差止処分」

という。）を受けた者は，行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）第１４条第１項又は

第４５条に規定する期間が経過した後において

は，当該支払差止処分後の事情の変化を理由

に，当該支払差止処分を行つた退職手当管理機

関に対し，その取消しを申し立てることができ

る。 

５～１０ （略） 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の

支払を差し止める処分（以下「支払差止処分」

という。）を受けた者は，行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第１８条第１項本文 

    に規定する期間が経過した後において

は，当該支払差止処分後の事情の変化を理由

に，当該支払差止処分を行つた退職手当管理機

関に対し，その取消しを申し立てることができ

る。 

５～１０ （略） 

 


